
満16歳以上の市民から無作為に3,000名を抽出して実施しました。アンケート結果（回答
932件）についてはＨＰに掲載しています。なお、アンケートの設問については、マー
ケットリサーチに詳しい学識者からの助言のもとで作成しています。

・有識者の評価はこれまでの市民意見を踏まえていますが、あくまでも専門的な立場から
客観的に評価したものです。このため、事業費も含めた総合的な評価であり、市負担額を
決定的な要素にしている訳ではありません。事業費からみれば単独立体化案や一部高架化
案の方が有利なものとなります。
・有識者委員会では、全線地下化のような事業採択されないものへ多額の税金が使われる
ことの方が、市民の理解が得られないのではないかと懸念されています。
・また、市民にとって望ましいまちづくりとは、市としてのトータル的（各地区や福祉や
教育など様々な分野）なまちづくりによって実現されることが望ましいと提起されていま
す。

有識者委員会では将来も展望しており、将来の交通予測、社会情勢なども視野に入れてい
ます。なお、市川市の将来像については現在の総合計画及び都市計画マスタープランとの
整合性に配慮したものです。

京成電鉄の将来的な位置づけは、これまで同様、市民が利用する交通手段としての重要な
公共交通機能を担うものとなります。
鉄道は高齢社会や地球環境にも配慮するものであり、将来的にも公共交通機関の利用促進
を図り、人にやさしいまちづくりを実現することが必要です。

質　問　内　容 回　　答

1.平成19年度に5案の公表（広報一面）と市民アンケートの実施(結果についても広報にて
周知）※広報は約18万部発行
2.平成20年度は、より具体的な内容を以って市民意見交換会を開催しました。その際、沿
線自治会協力のもと30自治会（20,192世帯）で回覧に掲載し周知活動を行っています。ま
た、より多くの人が参加できるよう、市川２回、八幡２回の計４回大きな会場を確保し実
施してきています。
3.平成20年度のシンポジウムでは広報掲載のほか、アンケート協力者約500名にもＤＭを
発送するなどの周知活動も実施しています。
4.今回の有識者提言では記者発表なども強化し、一般新聞記事への掲載など、様々な手法
で周知を行っています。
今後も適宜、様々な情報提供を行っていきます。

市では、中山地域を含めた検討も実施してきましたが、平成10年度からはじまった市民を
交えた懇話会では、鬼越～京成中山間については、道路の単独立体化が進められているた
め、連続立体交差化の必要性は低いと判断され、八幡地区の一部地下化が望ましいという
内容で平成13年度に提言がまとめられました。
その後、平成19年度の5案公表時点においては、現在事業中の3路線整備(外環道路、
(都)3.4.18号、木下街道のアンダーパス化)によって、真間川より船橋側では連続立体交
差事業の要件の一つとなるボトルネック踏切等が解消されるなど、交通渋滞等の緩和が推
測されたため、最も効率的な国府台から(都)3・4・18号までが検討区間となります。



有識者委員会は市への提言を行うことを目的にしており、提言書の提出時点でその取り扱
いは市に委ねられたものとなります。したがって、有識者がこの提言に対して説明会へ出
席し、質疑に応じるような場の設定はありません。提言書から判断し、市が対応すること
となります。
なお、平成20年度に実施したシンポジウムのような機会を実施できれば有識者から意見を
聞くことはできます。
また、提言内容について要請があれば、個別（自治会単位等）の対応も考えています。

菅野・八幡地区における低層住宅地の居住環境へ配慮(日照や圧迫感等）
葛飾八幡宮、クロマツなど地域資源の景観への配慮
京成八幡駅から葛飾八幡宮間の鉄道上部利用による景観整備の可能性が拡大
京成八幡駅北口再整備ができれば一体的な利用が可能（シンボル空間の創造）
など景観向上に資するものとなります。

鉄道高架下や上部は鉄道所有地です。立体化の実施にあたっては、利用可能面積の１５％
分は都市側（県・市）で利用できるとされていますが、残りの85％分については鉄道側が
優先されます。このため、都市側で15％を超える利用にあたっては協議かつ有償が必須条
件となります。
実際に利用されていない事例などは15％を超える部分であり、維持管理費（賃料等）と効
果から判断した結果によるものと想定されます。

今回の選定は専門性と客観的視点からの検討に絞っていたため、一般市民の参加は当初か
ら除外して考えています。
また、専門性という面では、検討の中心が立体化手法の絞り込みであり、それに必要な評
価項目として交通、都市計画、景観、防犯・防災、建築等のまちづくり面が重視されるも
のと判断したため、これらの分野からバランスを考え選定したものです。

Ｆ案は有識者の推奨案となります。市では有識者の推奨案に対する市民意見や関係機関と
の調整を踏まえ、最終案をまとめていくことになります。
特に鉄道事業者との協議が成立しなければ事業は実施できないものとなります。

質　問　内　容 回　　答

基本的に連続立体交差事業は交通対策が中心の事業であり、これが優先される制度です。
さらに、立体化と合わせたまちづくりを実施することでさらなる効果を発現させようとす
るものです。
一方、市ではまちづくり面を重視した評価項目（景観、防災、文化等）も加えて検討を
行っています。

有識者委員会、市共々、長期的な視点のなかで検討しています。


